
 

「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」の付帯決議 

 

 

「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」は、札幌市の将来を担う子ども

たちの幸せを願い、安心して生きる権利を保障し、子どもたちの社会参加と意見を尊重し、

子どもの未来に希望の世紀を実現するために制定するものである。 

    従って、条例の趣旨とその成立に至った経緯を十分に踏まえながら、多くの市民に理解

を求め、その為の努力を惜しんではならない。 

    更に、この条例は、我が国が 1994 年に国際条約として批准した「児童の権利に関する条

約」を札幌市において具体化するものであり、本条例の解釈・運用は同国際条約に基づい

て行わなければならない。 

    私たちは、本条例の施行以降の状況について、議会に報告を求めるものである。 

 

以上決議する。 

 

平成２０年（２００８年）１１月７日 

 

札 幌 市 議 会 


